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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの導管（１０）を介して流体を供給される、電気エネルギを貯蔵するた
め、あるいは、電気エネルギを放出するための高温バッテリー（２）と、空気圧縮のため
の少なくとも１つの圧縮段（３１）と１つの燃焼器（３０）と電気エネルギ発生のための
少なくとも１つのタービン段（３２）とを有するガスタービン（３）と、該ガスタービン
（３）の排ガス流から熱エネルギを受け取り、これを前記流体に移行すべく構成されてい
る熱交換器（４）とを含み、熱移行が行われた後に前記流体が前記少なくとも１つの導管
（１０）を介して前記高温バッテリー（２）に導かれる発電所システムであって、
　前記高温バッテリー（２）が１つの放出管（１１）を有し、この放出管（１１）が、前
記高温バッテリー（２）から前記流体を排出し、これを前記ガスタービン（３）の排ガス
流に、この排ガス流の熱交換器（４）の下流側位置で導くように構成されていることを特
徴とする発電所システム。
【請求項２】
　前記ガスタービン（３）の前記排ガス流の温度が少なくとも６００℃であることを特徴
とする請求項１記載の発電所システム。
【請求項３】
　前記発電所システム（１）がさらに蒸気で駆動される蒸気タービン（５）を有し、この
蒸気の熱エネルギが少なくとも部分的に前記ガスタービン（３）の前記排ガス流から取り
出されていることを特徴とする請求項１または２記載の発電所システム。
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【請求項４】
　前記発電所システム（１）が電気的な加熱要素（６）を有し、この電気的加熱要素が、
前記導管（１０）を通って高温バッテリー（２）へ導入される前に前記流体のエネルギ含
有量を高めるように構成され、前記導管（１０）との関係において両者が相互に熱交換作
用するように配設されていることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１つに記載の
発電所システム。
【請求項５】
　前記流体が流れ発生器（７）により発生される流れにより付勢され、この流れ発生器が
前記導管（１０）と流体技術的に有効に結合していることを特徴とする請求項１ないし４
のいずれか１つに記載の発電所システム。
【請求項６】
　前記流体が気体であり、前記流れ発生器（７）がブロワーとして構成されていることを
特徴とする請求項５に記載の発電所システム。
【請求項７】
　前記流体が空気であり、前記高温バッテリー（２）が、プロセスガスとして熱的にコン
ディショニングされた空気を必要とする金属・空気バッテリーであることを特徴とする請
求項１ないし６のいずれかに記載の発電所システム。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれか１つによる発電所システムの運転方法であって、前記熱交
換器（４）において熱的にコンディショニングされた前記流体が前記導管（１０）を介し
て前記高温バッテリー（２）に温度制御または流れ制御のうちの少なくとも１つの制御が
なされることを特徴とする発電所システムの運転方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は高温バッテリーに熱を供給するために形成されたガスタービンを含む発電所シ
ステムに関する。さらに本発明はこの発電所システムの運転方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　再生可能な発電に向けて強く方向付けられている公的な電力供給の切り替えの過程で、
電力供給系統の短期的な変動に対して、電力系統安定化予備力を供給することにより対応
することが益々重要になっている。公的な電力需要がベースロードから短期的に上昇した
場合には特に、適切な中間ロード発電所ないしはピークロード発電所によってこの追加の
電力需要をカバーする必要がある。
【０００３】
　しかし、特に、短時間のピークロードが生じた場合の電力供給は公的な電力供給におけ
る大きな問題である。この短期的なピークロードをカバーするために、典型的には複数の
急速調節可能なピークロード発電所が設置される。これらは数秒あるいは数分以内に大き
な電気出力を公的な電力系統に供給することができ、こうして需要をカバーすることがで
きる。公的電力系統において変化する電力需要に際して変動のバランスをとる系統制御に
おいても、その可能な出力放出に関して高い時間的動特性を可能とするタイプの発電所が
必要とされている。
【０００４】
　従来のピークロード発電所には、特に、揚水発電所あるいは圧縮空気エネルギ貯蔵発電
所が含まれる。しかし、ガスタービン発電所も、始動時間が数分以内と短いので、系統安
定化に適している。しかし、電気エネルギ供給に関するこのフレキシビリティーにもかか
わらず、非常に短期間の電力需要をカバーできる別の電力供給装置を備えることが不可欠
である。ここで、公的電力系統に数秒間で電力を放出することができる高温バッテリーが
大きな役割を果たすことができる。さらに、この高温バッテリーは過剰発電時の余剰電力
を公的系統から電気的に中間貯蔵することを可能とし、これを電力需要が高まった時に再
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び電力系統に供給することができる。
【０００５】
　ここでも、これ以降でも、高温バッテリーとは、その運転温度が１００℃以上、好まし
くは２５０℃以上、さらに好ましくは５００℃以上、そして、特に好ましくは６００℃以
上であるタイプのバッテリーである。ここで特に、固体電解質蓄電池として典型的には２
５０℃以上で運転可能なナトリウム・硫黄蓄電池を挙げることができる。ナトリウム・硫
黄蓄電池の典型的な運転温度は２５０℃～３５０℃である。
【０００６】
　この高温バッテリーが、特許文献１に詳細に記載されているような金属・空気バッテリ
ーとしても実施されると特に有利である。この公開公報を参考文献としてここに明確に引
用する。ここに記載されている金属・空気バッテリーは、プロセスガス電極との組み合わ
せにおいて還元可能な化学的蓄積器として金属を使用することに基づいており、このプロ
セスガス電極には運転中に典型的には酸素、特に空気中の酸素が供給される。放電運転中
に陰極として作用するプロセスガス電極を金属含有陽極から電気的に絶縁するために、酸
素イオンを通す固体電解質が使用される。この固体電解質は例えば、イットリウムで安定
化された二酸化ジルコニウムである。この固体電解質のイオン伝導選択性により、酸素イ
オンの陰極から陽極への輸送が可能となる。この固体電解質は同時に電気絶縁特性を有し
ているので、電荷担体は外部の導体を介してのみ陽極から陰極へ流れることができる。し
かし十分なイオン伝導性を保証するためには、約６００℃の運転温度を達成することが必
要である。典型的な運転温度は６００℃～８００℃の間にある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０２００９０５７７２０Ａ１号明細書
【０００８】
　上述した高温バッテリー運転時の欠点は、必要な運転温度に達するための十分な熱エネ
ルギの供給にある。特に上述した金属・空気バッテリーは、その運転温度が典型的には少
なくとも６００℃であるので、大量の熱の供給を必要とする。これは典型的には適切な電
気的加熱要素によって供給されるが、この加熱要素は一方では公的な電力系統からの電力
で運転される。しかしこの付加的な電力が必要なので、この高温バッテリーの総合効率は
顕著に低下する。高温バッテリーは、いずれにしても、電力需要が大きく電力供給が少な
い時に、すなわち、公的電力系統からの電力価格が相対的に高い時に、電力を放出しなけ
ればならないので、特にこの運転時間帯での運転は経済的ではなくなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、ここでの技術的な課題は、この総合効率の低下を防ぐこと、および、高温
バッテリー運転時の効率改善を可能とする装置を提案することにある。特に、高温バッテ
リーの効率的な運転を可能とするこの種の高温バッテリーの運転方法を提案する。さらに
、必要とされる熱的運転温度を達成するための高温バッテリーへのエネルギ供給が有利に
達成され、これがコスト的に有利で、技術的に著しく複雑にすることなく実現できなけれ
ばならない。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この本発明の課題は請求項１による発電所システム、および、請求項１１によるこの種
の発電所システムの運転方法により解決される。
【００１１】
　本発明の課題は特に次の発電所システムによって解決される。すなわち、少なくとも１
つの導管を介して流体を供給される、電気エネルギを貯蔵するため、あるいは、電気エネ
ルギを放出するための高温バッテリーと、電気エネルギを発生するためのガスタービンと
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、このガスタービンの排ガス流から熱エネルギを受け取り、これを前記流体に移行すべく
構成されている熱交換器とを含み、熱移行が行われた後に前記流体が前記少なくとも１つ
の導管を介して高温バッテリーに導かれる発電所システムにより解決される。
【００１２】
　本発明の課題は特に、このような発電所システムの運転方法によっても解決される。こ
の場合、前記熱交換器において熱的にコンディショニングされた流体が前記導管を介して
前記高温バッテリーに温度制御および／または流れ制御されて導かれる。
【００１３】
　すなわち、本発明により、高温バッテリー運転時の効率改善が複合的な解決法により達
成される。この場合、この高温バッテリーは、通常運転においてガスタービンを用いて電
力を発生するように構成されている発電所システムに組み込まれている。この場合、高い
熱エネルギ含有量を有するガスタービンの排ガス流は高温バッテリーの運転に必要な熱エ
ネルギを供給するのに特に適している。というのは、この排ガス流の熱エネルギはコスト
的に有利な廃熱であり、且つ、十分な温度レベルを有しているからである。
【００１４】
　ガスタービンの排ガス流から熱エネルギを取り出すためには熱交換器を備えることが必
要であり、この熱交換器を用いて熱エネルギが排ガス流から或る流体に移行され、熱移行
が行われた後でこの流体が高温バッテリーに導かれる。ガスタービンの典型的な負荷運転
時には、この排ガス流の温度レベルは典型的には６００℃よりは低いが５５０℃よりは高
い。ここで使用可能な熱量が高いので、高温バッテリーに供給すべく備えられているこの
流体もこれに相応する温度レベルに加熱することができる。したがって、２５０℃以上の
運転温度が必要なナトリウム・硫黄蓄電池の運転のみならず、特に、そして好ましくは、
運転温度が少なくとも５００℃、典型的には６００℃から８００℃の間に在る上述した金
属・空気バッテリーの運転も可能である。上述した金属・空気バッテリーでは、例えば陰
極のプロセスガス電極に空気中の酸素を連続して供給することが必要であり、これは放電
運転中に部分的に消費される。従来の運転において、供給された空気が外部熱源によって
電気的に余熱されるのに対し、本発明では、ガスタービンの排ガス流からの熱を熱的に移
行することが可能である。しかし、この熱エネルギは有利なやり方では付加的な発生コス
トを掛けて生じさせる必要はなく、ガスタービンの排ガス流の廃熱からコスト的に有利に
取り出すことができる。上述した金属・空気バッテリーには時々比較的多量の空気流を供
給しなければならないので、このことは大きなエネルギ的な利点と、この発電所システム
ならびにこの熱を供給される高温バッテリーの総合効率の著しい改善とを意味する。高温
バッテリーが運転中に維持されなければならない温度レベルが高ければ高いほど、この収
支バランスは益々経済的になる。
【００１５】
　発電所システムの運転あるいは高温バッテリーへの流体の供給が、有利な温度制御およ
び／または流れ制御によって行われる場合には特に、高温バッテリーに適切な量の熱を供
給することができるので、効率的な運転が可能となる。同時に、この温度制御および／ま
たは流れ制御に基づいて、ガスタービンの排ガス流から経済的な量の熱エネルギを取り出
すことができる。したがって、本発明による発電所システムの総合効率を適切なやり方で
上昇することができる。
【００１６】
　本発明による発電所システムの第１の有利な実施形態では、高温バッテリーが１つの放
出管を有し、この放出管が、前記流体を高温バッテリーから排出し、これを周囲環境に導
くように構成されている。すなわちこの実施形態によれば、高温バッテリーとの交換作用
の後まだこの流体に残っている残存熱エネルギは捨てられ、周囲環境に導かれる。このこ
とは、熱エネルギを放出するのにそれ以上の構造的な事前の処置を講じる必要がないので
、特に有利である。周囲環境へ導くことは特にコスト的に有利であり、手間が掛からない
。これは、周囲環境に導かれる流体が空気の場合に特に当てはまり、これは周囲環境にお
いて環境への危険なしに分散することができる。
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【００１７】
　本発明の同じく有利な実施形態では、これは異なった状態となる。この場合には高温バ
ッテリーが１つの放出管を有し、この放出管が、前記流体を高温バッテリーから排出し、
これをガスタービンの排ガス流に、特に排ガス流の熱交換器の下流側位置で導入するよう
に構成されている。すなわちこの実施形態では、高温バッテリーでそれ以上は必要とされ
ない熱エネルギはガスタービンの排ガス流に再び供給され、これによって、例えば後置さ
れた別の装置に熱エネルギを供給することができる。このような実施形態は、蒸気タービ
ン運転のための蒸気発生がガスタービンの排ガス流の熱エネルギから補給されるガス・蒸
気複合発電所では特に適している。
【００１８】
　高温バッテリーの運転状態に応じて、これは多少の差はあっても熱エネルギを固有の運
転のために使用することができる。これに応じて、ガスタービンの排ガス流に返送された
後で、より少量の、あるいは、より多量の熱エネルギが再び使用可能となる。さらに、運
転中に高温バッテリーが付加的な熱エネルギを供給することも可能である。これは、例え
ば、上述した金属・空気バッテリーの場合に当てはまり、この金属・空気バッテリーは、
放電時に金属が水蒸気と反応して金属酸化物を生成する発熱反応に基づいて、付加的な熱
エネルギを前記流体に移行することができる。この付加的な熱エネルギはガスタービンの
排ガス流の下流側に適切に返送した後で有効に利用することができる。すなわち、この流
体をガスタービンの排ガス流に返送することによって、さらにこの発電所システムの総合
効率を高めることができる。この返送が排ガス流の、熱交換器の特に下流側位置で行われ
ると、この熱交換器をほぼ一定の温度状態で運転することができる。
【００１９】
　この発電所システムの同じく非常に有利な他の実施形態では、これはさらに異なった状
態となる。この場合の特徴は、高温バッテリーが１つの放出管を有し、この放出管が、前
記流体を高温バッテリーから排出し、これを熱交換器に導入するように構成されているこ
とにある。この場合、この導入は排ガス流の、熱交換器の上流側位置で行われる。こうし
て、この流体の、高温バッテリーでそれ以上は必要とされない熱エネルギを再び熱交換器
に供給することができる。特に、高温バッテリーから排出された流体が、当初この高温バ
ッテリーに導入された流体よりも高い熱量を有する場合にはこの返送は特に有利である。
すなわち、この場合には、相対的により高温の流体が熱交換器を貫流し、同時に、あるい
は、後で、ガスタービンの排ガス流と混合する。この混合プロセスで前記流体の温度は低
下する。この時、排ガス流の温度レベルは上昇する。熱交換器へのこの導入は、熱交換器
が少なくとも部分的に先ず返送された流体と熱交換作用を行い、その後で初めてガスター
ビンの排ガス流から熱エネルギを受け取るように行うことができる。この場合、時間的に
ずらし場所的にも位置を変えて行うことができる。
【００２０】
　発電所システムの他の有利な実施形態では、ガスタービンの排ガス流の温度が少なくと
も６００℃となるように構成されている。ガスタービンの典型的な負荷運転ではガスター
ビンの排ガス流の温度レベルは６００℃よりも低くなる。それでも、ガスタービンの運転
パラメータを適切に選ぶことによって排ガス流の温度レベルを少なくとも６００℃に高め
ることが可能であり、この場合、典型的にはこれに伴ってガスタービンの機械的出力の低
下が生じる。しかし、この出力低下は後置接続された蒸気タービンの適切な出力上昇によ
って補償することができる。同時に、引き続いて高温バッテリーに導かれる流体に熱交換
器から十分な熱が移行されると、高温バッテリーの運転温度に達するための、例えば追加
の加熱装置による補助的な温度上昇を省くことができる。これは上述した、プロセスガス
として空気で運転される金属・空気バッテリーに当てはまる。すなわち、この実施形態で
は、空気は高温バッテリーに導入される前に既に十分な温度レベルに暖めることができる
ので、高温バッテリーの経済的な運転が可能となる。この場合には同時に、例えば電気的
に運転される加熱装置によるような他の熱エネルギ供給は不要であるので、このことによ
って発電所システムの総合効率がさらに向上する。
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【００２１】
　本発明による発電所システムの別の実施形態によれば、この発電所システムはさらに蒸
気で駆動されるタービンを有し、このタービンの熱エネルギが少なくとも部分的にガスタ
ービンの排ガス流から取り出されている。蒸気タービンとガスタービンのこのような適切
な組み合わせにより、発電所システムの総合効率を改善することができる。同時に高温バ
ッテリーを熱的に中間接続することによって、特に有利な効率を有する発電所システムを
提供することができる。
【００２２】
　本発明による発電所システムの別の実施形態によれば、この発電所システムは電気的な
加熱要素を有し、この加熱要素は、導入管を通って高温バッテリーに導入する前に流体の
エネルギ含有量を高めるように構成されており、特に導入管との関係において両者が相互
に熱的な交換作用を行うように配設されている。こうしてこの加熱要素によって、この流
体が高温バッテリーに導入される前に、この流体に必要に応じて付加的な熱エネルギを供
給することができる。この流体が高温バッテリーに必要な運転温度になっていない場合に
、このような供給が特に必要となる。この場合、この電気的な加熱要素はこの熱量差を供
給することができるので、高温バッテリーの経済的な運転が保証される。
【００２３】
　この発電所システムの別の実施形態によれば、この流体は流れ発生器により発生される
流れによって付勢することができ、この流れ発生器は導入管と流体技術的に有効に接続さ
れている。したがってこの流れ発生器により高温バッテリーに十分な流体を供給すること
ができ、このことは、例えば高温バッテリー内部での好ましくない温度勾配を避けるため
に必要である。高温バッテリーは多くの部品、特に、好ましくない温度差が在る時に高い
熱応力を発生する複数のセラミック部品を有しているので、高温バッテリーを通る十分に
多い流量によってこのような熱応力を低減する、あるいは、回避することが保証される。
より多くの熱導入を同時により速く分散しながら行うことができるからである。
【００２４】
　この実施形態の別の展開では、この流体は気体、特に空気であり、好ましくは前記流れ
発生器がブロワーとして構成されている。このブロワーは高温バッテリーに熱的にコンデ
ィショニングされた十分な量の空気を供給し、それによって高温バッテリーの有利な運転
が可能となる。特に、金属・空気バッテリーの運転時には、上述したように、このブロワ
ーを用いてプロセスガスとして十分な量の空気を金属・空気バッテリーに導入することが
できる。この空気量は、個々の部品にクラックやその結果として破損が生じないように、
金属・空気バッテリーにおける熱応力を避けるのに適している。
【００２５】
　本発明による発電所システムの別の実施形態によれば、この流体は気体、特に空気であ
り、高温バッテリーは好ましくはプロセスガスとして熱的にコンディショニングされた空
気を必要とする金属・空気バッテリーである。この空気の熱的なコンディショニングによ
り少なくとも６００℃の温度レベルが保証されると特に有利である。この実施形態では、
金属・空気バッテリーの放電状態において空気中の酸素は還元され、適切なイオン移動の
後に固体電解質を通過する。次いで酸素イオンは同時に荷電担体を放出することにより水
素原子により還元される。この空気は既に十分な温度レベルになっているので、この空気
は固定電解質を、有利なイオン伝導が可能な運転温度に暖める状態になっている。したが
って、この空気に内在する熱エネルギは直接的な熱移行により、固体電解質あるいは陰極
に移行することができる。このことはこのような金属・空気バッテリー内部での効果的な
熱移行を示している。
【００２６】
　さらなる実施形態は下位請求項に記載されている。
【００２７】
　以下に、具体的な実施形態が示された個別の図に基づいて、本発明を詳細に説明する。
ここでの個別図における本発明の具体化は本発明の一般性を限定するものではない。これ
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らの図が理解を容易にするための単に模式的な表示であることに留意されたい。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】外部熱源を用いて高温バッテリーに供給する模式的構成図
【図２】本発明による第１実施形態の模式的構成図
【図３】本発明による第２実施形態の模式的構成図
【図４】本発明による第３実施形態の模式的構成図
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図１は高温バッテリー２で発生する熱出力を熱交換器４を用いて排出するための構成の
模式図である。これは例えば上述した金属・空気バッテリーの運転の場合に該当する。こ
こでは高温バッテリー２が熱出力を供給する運転状態において、この熱を熱交換器４に移
行する状態になり、この熱交換器がこの熱出力を導入管１７を通って供給される流体に少
なくとも部分的に移行することができる。熱移行後にこの相対的に暖かい流体は排出管１
８を通って排出される。導入管１７を通る流体の供給は流れ発生器７を用いて補助される
。
【００３０】
　しかし図１に示された実施形態によれば、高温バッテリー２の運転時に発生する熱エネ
ルギを放出することだけが可能である。しかしこの回路図では適切な運転温度を達成する
ために高温バッテリー２に熱出力を供給することはできない。しかし、熱的な最低温度を
達成することによってのみ高温バッテリー２を経済的に運転することができ、導電回路２
０を介して電気エネルギを供給することができる。
【００３１】
　そこで、高温バッテリー２の運転温度を達成するために、典型的には適切な加熱装置が
備えられ、これを用いて高温バッテリー２を運転温度に持ち込むことができる。図１には
示されていない加熱装置に電気エネルギが供給され、その結果、追加の供給投資とコスト
が発生する。
【００３２】
　高温バッテリー２の運転時に発生するであろう熱エネルギを排出するためのみならず、
そもそも高温バッテリー２を先ずは運転温度に加熱するためには、図２に示された本発明
の第１実施例が適している。これによればこの実施例による発電所システム１はガスター
ビン３を有し、このガスタービンは燃料配管３５から供給される気体の燃料を運転のため
に燃焼器３０で燃焼させる。ガスタービン３の運転により圧縮段３１において空気が圧縮
され、ならびに、軸３３に結合されたタービン段３２のタービン翼の機械的駆動のもとで
減圧される。ここで、圧縮段３１が個別の複数の圧縮段を有し、あるいは、タービン段３
２が個別の複数のタービン段を有することができることに留意すべきである。燃焼プロセ
スで生じた排ガス流３４は適切に案内され、この排ガス流３４に含まれている熱の少なく
とも一部は熱交換器４によって少なくとも部分的に排出することができる。
                                                                                
              
【００３３】
　排ガス流３４から図示されていない流体への熱移行がおこなわれ、この流体は導管１０
におけるその次の熱的なコンディショニングのために加熱要素６に導かれる。この加熱要
素６での熱的なコンディショニングの後にこの流体は導管１０を通って高温バッテリー２
に導かれる。高められた温度レベル、あるいは、この流体中に含まれている熱エネルギに
基づき、高温バッテリー２における熱交換作用によって、低い温度レベル状態にある高温
バッテリー２に熱エネルギが移行される。この熱移行により高温バッテリー２が運転温度
に達することが保証されるので、高温バッテリー２は導電回路２０を介して電気エネルギ
を経済的に供給することが可能となり、ないしは、貯蔵のために電気エネルギを受け取る
ことが可能となる。十分に大きな流体流を導管１０から高温バッテリー２に供給すること
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ができるようにするために、この流体を付勢する流れ発生器７が備えられている。高温バ
ッテリー２から残りの熱を排出するために、ないしは、この流体を排出するために、高温
バッテリー２は周囲環境へ開口する放出管１１を有している。これによって、この流体、
ないし、これに含まれている熱エネルギはさらに利用することなく周囲環境に導かれる。
【００３４】
　しかし、図３に示された本発明の実施形態では、高温バッテリー２から排出された熱を
さらに利用可能にすることができる。図３に示された実施形態が図２に示された実施形態
と異なるのは単に、放出管１１が周囲環境に開口しているのではなく、再び排ガス流３４
に導かれることである。この実施形態では、この再導入は熱交換器４の下流側で排ガス流
に設けられている導入ポイント３６で行われる。こうして、高温バッテリー２でそれ以上
は必要ない熱エネルギを再度排ガス流に供給することができ、これによって。例えば別の
装置を駆動することができる。蒸気タービン駆動用の蒸気を供給するために備えられてい
る蒸気発生ユニットをこれで運転すると特に有利である。
【００３５】
　高温バッテリー２から排出される流体を排ガス流にこのように導入することは、高温バ
ッテリー２が運転中に自分で熱エネルギを発生する場合には、発電所システム１の総合効
率を上げるのに特に適している。これは特に、この高温バッテリーが上述した金属・空気
バッテリーである場合に該当する。この場合には、高温バッテリーから取り出された付随
的な熱エネルギを排ガス流３４に導くことができ、これによってその温度レベルを高める
ことができる。これにより、場合によって後置接続された蒸気発生ユニットにおける蒸気
の改善された発生が可能となる。同様に、高温バッテリー２が自分で熱エネルギを発生す
る場合にのみ、排ガス流３４への導入を行うことが考えられる。しかし、高温バッテリー
２が他の運転状態にある時、例えば、充電状態で単に熱エネルギを消費し、付随的な熱エ
ネルギを供給しない時には、放出管１１を遮断しておくこともできる。このような別の運
転状態では、高温バッテリー２から出てくる流体を、例えば、他の装置に導くことができ
る。周囲環境への排出も技術的には可能である。
【００３６】
　図４に示されたような特に有利な実施形態では、高温バッテリー２から排出された流体
を熱交換器４に供給することができる。このためにこの流体は放出管１１を用いて熱交換
器４の適切な導入ポイント３６に導かれる。特に、高温バッテリー２の運転時に付随する
熱エネルギが発生し、且つ、高温バッテリー２に導入される時よりも高い温度レベルをこ
の流体が有する場合には、これは有利な流体案内と流体利用となる。したがって、高温バ
ッテリー２の運転中に解放される熱エネルギを熱交換器４において再びこの流体に移行す
ることができ、この流体は高温バッテリー２の運転のためにプロセスガスとして導管１０
を介して導入される。熱交換器４へのこの導入は、排ガス流３４との混合が熱交換器４に
おける熱移行の前に、あるいは、熱移行中にも、または熱移行後に行われるように実施す
ることができる。しかし、いずれの場合にも、排ガス流３４だけの場合に比べて、他の温
度レベル、好ましくはより高い温度レベルへの熱移行が行われることが保証される。特に
上述した金属・空気バッテリーの運転時には、この流体は空気であり、より高められた温
度レベルにおいても排ガス流３４に導くことができる。
【符号の説明】
【００３７】
　　１　　　発電所システム
　　２　　　高温バッテリー
　　３　　　ガスタービン
　　４　　　熱交換器
　　６　　　加熱要素
　　７　　　流れ発生器
　　１０　　導管
　　１１　　放出管
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　　１７　　導入管
　　１８　　排出管
　　２０　　導電回路
　　３０　　燃焼器
　　３１　　圧縮段
　　３２　　タービン段
　　３３　　軸
　　３４　　排ガス流
　　３５　　燃料配管
　　３６　　導入ポイント

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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